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拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
また、日頃より弊社に歯科技工物の製作をご用命いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。
このたび、令和8年度診療報酬改定において、「歯科技工所ベースアップ支援料」が新設され、補綴物1装置につき15点が算定できるようになります。これは、歯科医院が外部の歯科技工所へ補綴物等の製作を委託している場合に算定できるものであり、その趣旨は深刻化する歯科技工士不足への対策として、厚労省が歯科技工士の処遇改善を目的に設けたものです。 しかしながら、この点数は歯科技工士に直接支払われる仕組みではなく、歯科医療機関に算定いただいたうえで、技工料金に付随して歯科技工所へお支払いいただく構造となっております。そのため、先生のご協力なくしては、国が用意した支援が現場の歯科技工士に届かないという問題が生じてしまいます。
歯科医療の現場では、材料費や光熱費の上昇に加え、歯科技工士の不足や高齢化が進んでおり、補綴物を安定して提供し続けるための体制を維持することが、これまで以上に重要になっております。なかでも、義歯の製作や、機械化や自動化では対応が難しく手作業に大きく依存する金属補綴分野は、歯科技工所の経営基盤に大きく影響する重要な課題となっております。
私どもは、歯科技工所のベースアップは、単なる賃金改善にとどまらず、持続可能な補綴物 の提供に直結するものと考えております。歯科技工士が安心して働き続けられる環境を整えることは、補綴物の品質の維持ならびに再製作リスクの低減、納期の安定、症例対応力の確保につながり、結果として地域歯科医療の診療体制を下支えすることになります。
本支援料は、制度上歯科技工所の賃上げ支援のため、算定分を委託費の増額に充てる考え方で設けられております。つきましては、誠に恐縮ではございますが、貴院におかれましても 本制度の趣旨をご理解賜り、歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出および算定を行っていただき、ご協力賜りたく、ここにお願い申し上げます。
ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、地域歯科医療を支える体制維持のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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